
短期入所サービス費について 

報酬区分 考え方 

福祉型短期入所サービス費（Ⅰ） 短期入所のみを利用する場合 

福祉型短期入所サービス費（Ⅱ） 日中活動系サービスと併せて利用する場合 

福祉型短期入所サービス費（Ⅲ） 短期入所のみを利用する場合（障害児） 

福祉型短期入所サービス費（Ⅳ） 日中活動系サービスを併せて利用する場合（障害児）

【報酬算定の基本的な考え方】 

○2 泊 3 日の利用で、1 日目の夕方から 2 日目の朝まで及び 2 日目の夕方から 3

日目の朝まで利用 

⇒サービス費（Ⅱ・Ⅳ）を 3 日分算定 

日中サービスを利用していない場合でも、短期入所で昼食を摂っていない日は、

原則サービス費（Ⅱ・Ⅳ）を算定する。 

○2 泊 3 日の利用で 1 日目の朝から 3 日目の朝まで利用 

 ⇒1 日目及び 2 日目はサービス費（Ⅰ・Ⅲ）を、3 日目はサービス費（Ⅱ・Ⅳ）

を算定する。 

 なお昼食を提供した場合でも、同日に日中活動系サービス・放課後等デイサー

ビス等を利用した場合は、サービス費（Ⅱ・Ⅳ）を算定する。 

【報酬算定の基本的な考え方（フロー） はい：   いいえ：  】 

短期入所以外の日中活動系サービスを利用した   サービス費（Ⅱ・Ⅳ） 

短期入所において昼食の提供を実施した（原則） 

サービス費（Ⅱ・Ⅳ）     サービス費（Ⅰ・Ⅲ） 

主なＱ＆Ａ 

※平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るＱ＆Ａ 

問 110 

平成 21 年 4 月以降については、次のような場合には、どの短期入所サービス費

を算定すればよいか。 

ケース① 

障害者が日中他の障害福祉サービスを利用し、夕方から福祉型短期入所を利用

し、翌日の早朝に帰宅する場合。 

別紙２ 
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ケース② 

障害児が昼前から福祉型短期入所を利用し、翌日に朝から養護学校に通った場

合。 

答 

福祉型短期入所サービス費については、日中においても短期入所サービスの提供

を行う場合に、福祉型短期入所サービス費（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定することとし、

それに該当するかどうかは当該短期入所における昼食の提供をもって判断する

こととする。昼食の提供を行わない場合には、日中においてサービスを提供して

いないと整理して、福祉型短期入所サービス費（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定すること

とする。 

 この考え方に立つと、 

ケース① 

 福祉型短期入所サービス費（Ⅱ）を 2 日分算定する。 

ケース② 

 1 日目は福祉型短期入所サービス費（Ⅲ）を、2 日目は福祉型短期入所サービス

費（Ⅳ）を算定する。 

問 112 

福祉型短期入所サービス費について、日中においても短期入所サービスの提供を

行う場合には、1 日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価している福祉型短

期入所サービス費（Ⅰ）又は（Ⅲ）を算定することとし、それに該当するかどう

かは当該指定短期入所における昼食の提供をもって判断することとし、昼食の提

供を行わない場合には、日中においてサービスを提供していないと整理して、福

祉型短期入所サービス費（Ⅱ）又は（Ⅳ）を算定することになっているが、日中

において福祉型短期入所サービスを利用した利用者に対して利用者の体調等の

都合により、昼食の提供を行わなかった場合については、いずれのサービス費を

算定することとなるのか。 

答 

昼食の提供をもって（Ⅰ）若しくは（Ⅲ）と（Ⅱ）若しくは（Ⅳ）の適用を判断

することとしたのは、個別案件ごとに日中におけるサービス提供の有無を判断す

ることを要しないためのメルクマール（指標）として示したものであり、日中に

おけるサービス提供の有無を明らかに判断できる材料がある場合にまで、このメ

ルクマール（指標）による必要はない。 

 ゆえに、この場合においては、日中においても短期入所サービスの提供を行っ

たことが明らかであるので、サービス費（Ⅰ）又は（Ⅲ）算定することとする。 


